
　
地
域
の
中
核
病
院
と
し
て
、
安
定

し
た
経
営
を
維
持
し
な
が
ら
、
変
化

す
る
医
療
環
境
や
多
様
化
す
る
医
療

ニ
ー
ズ
な
ど
に
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対

応
し
て
い
く
た
め
に
、
経
営
責
任
の

明
確
化
を
図
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

効
果
的
・
効
率
的
な
病
院
運
営
や
職

員
の
意
識
改
革
、
経
営
健
全
化
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
阿
伎
留
病
院
組

合
は
、
８
月
１
日
か
ら
経
営
形
態
を

見
直
し
、
地
方
公
営
企
業
法
の
「
一

部
適
用
」
か
ら
「
全
部
適
用
」
へ
移

行
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
病
院
経
営
に
広
範

な
権
限
と
責
任
を
持
つ
企
業
長
が
構

成
市
町
村
長
（
あ
き
る
野
市
・
日
の

出
町
・
檜
原
村
）
の
任
命
に
よ
り
設

置
さ
れ
、
荒
川
泰
行
企
業
長
が
就
任

し
た
外
、
名
称
も
新
た
に
「
阿
伎
留

病
院
組
合
」
か
ら
「
阿
伎
留
病
院
企

業
団
」
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
経
営
形
態
が
変
わ
っ
て
も
、
構
成

市
町
村
が
運
営
す
る
公
立
阿
伎
留
医

療
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
、
地

域
住
民
の
方
々
か
ら
信
頼
さ
れ
る
病

院
を
目
指
し
、
こ
の
地
域
に
必
要
な

医
療
を
安
定
し
て
提
供
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
医
療
の
質
の

向
上
に
努
め
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
阿
伎
留
病
院
企
業
団
総

　
務
課
（
☎
５
５
８
・
０
３
２
１
）

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
―

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
を
利
用
し
て
国
か
ら

送
ら
れ
て
く
る
、
緊
急
地
震
速
報
や

国
民
保
護
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
、

防
災
行
政
無
線
を
用
い
て
確
実
に
皆

さ
ん
に
伝
え
る
た
め
、
緊
急
情
報
伝

達
の
試
験
を
行
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
日
時
　
９
月
11
日

（水）
　
午
前
11
時

　
ご
ろ
と
11
時
30
分
ご
ろ
の
２
回

▽
内
容
　
防
災
行
政
無
線
の
放
送

　
「
こ
れ
は
、
試
験
放
送
で
す
（
３

　
回
繰
り
返
し
）
、
こ
ち
ら
は
、
ぼ

　
う
さ
い
あ
き
る
野
で
す
。
（
防
災

　
行
政
無
線
チ
ャ
イ
ム
）
」

※
当
市
以
外
の
地
域
で
も
、
全
国
的

　
に
情
報
伝
達
試
験
が
実
施
さ
れ
ま

　
す
。

※
当
日
の
午
前
10
時
50
分
に
試
験
実

　
施
の
予
告
放
送
を
行
い
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災
安
全

　
係

　
毎
年
９
月
の
第
３
月
曜
日
と
な
る

「
敬
老
の
日
」
と
は
別
に
、
老
人
福

祉
法
で
９
月
15
日
が
「
老
人
の
日
」

と
定
め
ら
れ
、
こ
の
日
か
ら
21
日
ま

で
の
１
週
間
が
「
老
人
週
間
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

▽
老
人
週
間
に
係
る
市
の
事
業

　●

町
内
会
・
自
治
会
敬
老
行
事
…
各

　
町
内
会
・
自
治
会
で
は
、
多
年
に

　
わ
た
り
社
会
に
尽
く
さ
れ
て
き
た

　
高
齢
者
の
方
々
を
敬
愛
し
、
長
寿

　
を
祝
う
意
味
か
ら
各
地
域
で
敬
老

　
行
事
を
行
い
ま
す
。
市
で
は
、
そ

　
の
経
費
に
対
し
て
一
部
を
助
成
し

　
て
い
ま
す
。

　●

最
高
齢
者
と
１
０
０
歳
到
達
者
訪

　
問
事
業
…
市
内
の
最
高
齢
者
（
市

　
内
最
高
齢
者
、
在
宅
の
男
性
最
高

　
齢
者
、
在
宅
の
女
性
最
高
齢
者
の

　
合
計
３
人
）
に
、
市
長
が
家
庭
な

　
ど
を
訪
問
し
て
長
寿
の
お
祝
い
を

　
し
ま
す
。
ま
た
、
今
年
度
中
（
４

　
月
１
日
か
ら
平
成
26
年
３
月
31
日

　
ま
で
）
に
１
０
０
歳
に
な
ら
れ
る

　
20
人
の
方
（
８
月
15
日
現
在
）
に

　
対
し
て
、
職
員
が
各
家
庭
な
ど
を

　
訪
問
し
て
１
０
０
歳
の
お
祝
い
を

　
し
ま
す
。

▽
年
間
を
通
じ
て
市
が
実
施
し
て
い

　
る
事
業
　
高
齢
者
の
方
々
が
住
み

　
な
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で

　
き
る
よ
う
、
年
間
を
通
じ
て
次
の

　
よ
う
な
支
援
を
し
て
い
ま
す
。

　●

各
種
見
守
り
事
業
…
新
聞
配
達
、

　
郵
便
配
達
、
ご
み
収
集
、
乳
酸
菌

　
飲
料
配
達
時
の
見
守
り
事
業
と
防

　
災
・
安
心
地
域
委
員
会
に
よ
る
見

　
守
り
事
業

　●

高
齢
者
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業

　
…
慢
性
疾
患
な
ど
で
常
時
注
意
が

　
必
要
な
高
齢
者
が
家
庭
内
で
緊
急

　
事
態
に
陥
っ
た
と
き
、
ペ
ン
ダ
ン

　
ト
な
ど
で
東
京
消
防
庁
な
ど
が
通

　
報
を
受
け
て
救
助
を
行
い
ま
す
。

　●

高
齢
者
お
む
つ
等
給
付
事
業
…
３

　
か
月
以
上
お
む
つ
な
ど
を
使
用
し

　
て
い
る
要
支
援
１
か
ら
要
介
護
５

　
の
高
齢
者
に
対
し
て
月
額
５
千
円

　
を
限
度
と
し
て
お
む
つ
を
給
付
し

　
ま
す
。

　●

高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
…
在

　
宅
で
食
事
の
調
理
が
困
難
な
高
齢

　
者
に
対
し
て
、
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス

　
が
と
れ
た
昼
食
を
１
食
５
０
０
円

　
で
提
供
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者

　
支
援
係

　
義
務
教
育
就
学
児
医
療
制
度
（
マ

ル
子
）
の
該
当
者
判
定
の
所
得
対
象

年
が
10
月
１
日
か
ら
平
成
24
年
中
の

所
得
に
な
り
ま
す
。
所
得
制
限
額
を

超
過
し
て
い
た
た
め
９
月
ま
で
義
務

教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制
度
を
受

け
ら
れ
な
か
っ
た
方
も
該
当
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
所
得
が
制
限
額

を
超
え
て
い
な
い
方
は
窓
口
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
（
マ
ル

乳
）
は
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
マ
ル
乳
の
医
療
証
を
お
持
ち

で
な
い
方
は
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

　
度
（
マ
ル
子
）
と
乳
幼
児
医
療
費

　
助
成
制
度
（
マ
ル
乳
）
の
医
療
証

　
を
現
在
お
持
ち
の
方
で
、
10
月
１

　
日
以
降
も
引
き
続
き
該
当
す
る
場

　
合
は
、
９
月
末
ま
で
に
新
し
い
医

　
療
証
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
新

　
た
に
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

　
ん
。

▽
対
象
者
　

　●

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
（
マ
ル

　
乳
）
…
小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児

　●

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

　
度
（
マ
ル
子
）
…
小
学
校
１
年
生

　
か
ら
中
学
校
３
年
生
ま
で
の
義
務

　
教
育
就
学
年
齢
の
子
ど
も
で
、
父

　
か
母
（
ど
ち
ら
か
高
い
方
）
の
所

　
得
が
表
の
所
得
制
限
額
を
超
え
て

　
い
な
い
方

※
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
方
、

　
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
（
マ
ル

　
障
）
の
医
療
証
（
負
担
者
番
号
８

　
０
１
３
７
４
９
０
）
か
、
ひ
と
り

　
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
（
マ
ル

　
親
）
の
医
療
証
（
負
担
者
番
号
８

　
１
１
３
７
４
９
９
）
を
お
持
ち
の

　
方
に
つ
い
て
は
対
象
と
な
り
ま
せ

　
ん
。
現
在
受
け
て
い
る
制
度
を
引

　
き
続
き
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
助
成
内
容
な
ど

　●

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
（
マ
ル

　
乳
）
…
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
際

　
の
保
険
診
療
の
自
己
負
担
額
を
全

　
額
助
成
し
ま
す
。

　●

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

　
度
（
マ
ル
子
）
…
入
院
、
調
剤
、

　
訪
問
看
護
の
保
険
診
療
（
医
療
費

　
分
）
の
自
己
負
担
分
を
全
額
助
成

　
し
ま
す
。
通
院
（
柔
道
整
復
等
の

　
施
術
を
含
む
）
に
係
る
医
療
費

　
（
通
院
１
回
あ
た
り
）
の
自
己
負

　
担
分
は
、
２
０
０
円
が
上
限
に
な

　
り
ま
す
。

※
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
除
く

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

　●

は
ん
こ

　●

健
康
保
険
証
﹇
児
童
と
保
護
者

　
（
父
母
）
の
も
の
﹈

　●

平
成
25
年
度
課
税
証
明
書
（
平
成

　
25
年
１
月
２
日
以
降
、
あ
き
る
野

　
市
に
転
入
し
た
方
の
み
）

　●

そ
の
他
、
要
件
に
よ
っ
て
は
必
要

　
書
類
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
請
・
問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課

　
子
育
て
支
援
係
、
五
日
市
出
張
所

　
市
民
総
合
窓
口
係
（
申
請
の
み
）

　
相
続
、
離
婚
な
ど
、
法
律
に
関
す

る
問
題
を
、
気
軽
に
弁
護
士
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▽
日
時
　
９
月
18
日

（水）
　
午
後
３
時

　
30
分
〜
６
時
40
分

▽
場
所
　
市
民
相
談
室
（
市
役
所
１

　
階
）

▽
費
用
　
無
料

▽
定
員
　
５
人
（
１
人
30
分
、
申
込

　
み
順
）

▽
主
催
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

　
東
京
地
方
事
務
所
多
摩
支
部
（
法

　
テ
ラ
ス
多
摩
）
、
東
京
三
弁
護
士

　
会
多
摩
支
部

▽
申
込
み
方
法
　
９
月
４
日

（水）
午
前

　
８
時
30
分
か
ら
電
話
で
申
し
込
ん

　
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
市
民
課
市
民

　
相
談
窓
口
係
（
直
通
５
５
８
・
１

　
２
１
６
）

　
こ
の
調
査
は
、
国
民
の
住
戸
と
土

地
の
保
有
状
況
、
そ
の
他
住
戸
に
お

住
ま
い
の
世
帯
に
関
す
る
実
態
を
調

査
し
、
そ
の
現
状
と
推
移
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
生
活
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
の
た
め
の
基

礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
に
実
施

し
ま
す
。

▽
対
象
　
市
内
の
無
作
為
に
選
ば
れ

　
た
地
域
の
住
戸
に
お
住
ま
い
の
世

　
帯
の
方

▽
調
査
方
法

①
準
備
調
査
と
し
て
、
９
月
上
旬
以

　
降
に
対
象
地
域
に
お
住
ま
い
の
世

　
帯
を
調
査
員
が
訪
問
し
、
お
知
ら

　
せ
の
用
紙
を
配
布
し
ま
す
。

②
９
月
下
旬
に
対
象
と
な
る
世
帯
を

　
再
度
訪
問
し
、
調
査
票
を
お
配
り

　
し
ま
す
。

③
10
月
１
日
以
降
に
調
査
員
が
回
収

　
に
伺
い
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
総
務
課
庶
務
係

　
施
設
の
老
朽
化
に
伴
い
、
戸
倉
財

産
区
会
館
を
取
り
壊
し
ま
す
。
会
館

の
貸
し
出
し
は
、
９
月
30
日

（月）
を
も

っ
て
終
了
し
ま
す
。

　
工
事
期
間
中
は
、
近
隣
の
皆
さ
ん

に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
契
約
管
財
課
契
約
管
財

　
係

経
営
形
態
の
見
直
し
に
伴
い
、

阿
伎
留
病
院
組
合
は
阿
伎
留
病
院
企
業
団
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

全
国
一
斉
の
緊
急
情
報
の

伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す

戸
倉
財
産
区
会
館
の

取
り
壊
し
と
貸
し
出
し

　
　
　
終
了
の
お
知
ら
せ

表　義務教育就学児医療費助成制度所得制限額

扶養人数

０人

１人

２人

３人以上

所得制限額

６２２万円

６６０万円

６９８万円

１人増すごとに３８万円を
加算します。

※ 条件により所得から控除できる金額があります。

公立阿伎留医療センター

ジ
ェ
イ

ア

ラ

ー

ト


